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注目トピックス 

01｜雇用調整助成金による 

「就労意欲低下」への対応策 

コロナ禍により深刻なダメージを受けている業種にお

ける「従業員の就労意欲低下」が問題視されています。

コロナ禍後を見据えた今後の対策を考察します。 

 

特集 

02｜労働基準法「減給の制裁」を知る 

遅刻や素行不良などの問題に対して会社が従業員に減

給のペナルティーを与える場合、労働基準法上の制限を

受けます。 

 

03｜働き方が「会社ベース」から 

「プロジェクトベース」に変わる時 

副業容認の流れがこのまま加速すると、「会社が受注し

た仕事を組織内でシェアする」という従来のあり方が変

わっていく可能性があります。今後普及していくであろ

う「プロジェクトベースの働き方」について解説します。 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題のビジネス書をナナメ読み 

04｜気持ちよく人を動かす 

（クロスメディア・パブリッシング） 

『人は、仕事時間の 4割以上を「誰か

に動いてもらうための活動」に充てて

いる』。しかしながら、なかなか思い通

りにはならないものです。戦略コンサ

ルティングとして現場で活動するなか、

「戦略だけでは人は動かない」と痛感

した筆者がたどり着いた、人を動かす

方法論をご紹介します。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所より 

05｜お問い合わせについて 

06｜近況報告 

 

経営診断ツール 

07｜減給についての 

法的リスク確認チェックシート 

雇用調整助成金による 

「就労意欲低下」への対応策 
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ささき文大社会保険労務士事務所 

労労務管理や労働・社会保険、給与計算、

助成金、労災特別加入、障害年金などの

ご相談がございましたら、お気軽に当事

務所までお問い合わせください。 

 
当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の事務所通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所 

代表 
社会保険労務士・衛生管理者・年金アドバイザ－・医療労務管理

アドバイザー 佐々木 文大 

所在地 
〒253-0053 

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-1-36-201 

営業時間 9：00～17：00 

電話 0467-88-0661 090-5441-5696 

FAX 0467-88-0661 

メール bun@sasakisr.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

長かった自粛モードの日々も、ようやく緊急事態解除後の準備を考えられそうな所まで来て、飲食業の皆様は、仕入の 

あんばいをどうするかで、悩みが尽きないとお聞きします。 

10月には、大学生への採用内定の通知開始も始まり、いよいよ次年度以降を見据えた人材育成が始まります。 

当事務所代表は、長くオリックスグループの若手人材育成に関わって参りました。 

内定者フォロー、内定者研修等内定者対応についてご相談等あれば、当事務所にご連絡ください。 

緊急事態は解除されても、会社や社員の方々個々の感染対策には、従前以上に 

当事務所からの 
お知らせ 



 

  

ささき文大社会保険労務士事務所 

減給についての 

法的リスク確認チェックシート 

2021年版チェックシート 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 0467-88-0661 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 

従業員が10人以上の場合、就業規則はありますか 

□ あり(労働基準監督署に届出済み) □ あり（未届出） □ なし  

□ 従業員数10人未満 □ その他（                                  ） 

2 就業規則に減給の制裁について規定されていますか □ □ 

3 今までに減給処分を行ったことはありますか □ □ 

4 

No.3でYESの場合、具体的に内容を記載してください(理由、減給額、期間など) 

  

 

 

5 

No.4の他に減給処分の例があれば記載してください 

 

 

 

6 人事評価制度、賃金制度はありますか □ □ 

7 No.6でYESの場合、成績や査定によって給与が下がる可能性がありますか □ □ 

8 

No.7でYESの場合、最大の減給をする時の内容について記載してください(理由、減給額、期間など) 

 

 


